
①個別銘柄指定方式のイメージ

A株式会社
配当金

B株式会社
配当金

A銀行 B銀行

¥ ¥

②登録配当金受領口座方式のイメージ

A株式会社
配当金

B株式会社
配当金

A銀行

¥ ¥

A証券会社
300株
3,000円

B証券会社
200株
2,000円

③株式数比例配分方式のイメージ

A株式会社　500株
配当金 5,000円（1株当たり10円）

¥ ¥

《 株主の皆様へ 》

京セラの配当金の受取り方法を
「ゆうちょ領収証払い」（郵便局の窓口で受取り）から
「口座受取り」（銀行または証券会社の口座で受取り）

にしませんか？

京セラの配当金の受取り方法を
「ゆうちょ領収証払い」（郵便局の窓口で受取り）から
「口座受取り」（銀行または証券会社の口座で受取り）

にしませんか？
平成21年1月にスタートした株券電子化により、配当金の受取り方法が増え、株主様の多様なニー
ズにお応えできるようになりました。 
「口座受取り」をご指定いただきますと、配当金支払開始日に、株主様ご指定の銀行等の口座に振り
込まれますので、迅速・安全・確実に配当金をお受け取りいただけます。 
ご検討くださいますようご案内いたします。

株式をご所有の銘柄ごとに、銀行口座を指定して、配当金をお
受け取りいただけます。

　配当金を株式の銘柄ごとに
それぞれ別の銀行口座で受け取りたい

個別銘柄指定方式

ご所有の全ての銘柄の配当金を１つの銀行(※)口座でお受け取
りいただけますので、配当金をまとめて管理したい株主様に便
利です。
お取引の証券会社のうち１社にお申し出いただくことで、全て
の銘柄の配当金を同一銀行口座でお受け取りいただけます。
※ゆうちょ銀行は、指定できません。

　全ての銘柄の配当金を１つの口座で受け取りたい

登録配当金受領口座方式

配当金を証券会社の口座で管理したい株主様に便利です。複
数の証券会社で株式をご所有の場合でも、証券会社ごとのご所
有株式数に応じて、配当金をそれぞれの証券会社の口座で按
分してお受け取りいただけます。
お取引の証券会社のうち１社にお申し出いただくことで、
株主様のご所有の全ての銘柄についてお手続きできます。
※ご所有の株式の一部が特別口座で管理されている場合などは、選択できません。
※ご所有の株式の一部が、株式数比例配分方式の配当金受取り方法を採用し
ていない証券会社にご預託の場合は選択できません。詳しくはお取引の証
券会社にお問い合わせください。

　配当金を証券会社の口座で受け取りたい

株式数比例配分方式

●お手続き・お問い合わせ先
配当金のお振込みに関するご相談は、お取引の証券会社等（口座管理機関）にお申し出ください。
※特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社（電話：0120-094-777）
までお問い合わせください。
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